
1.JAの総合事業について

調査概要
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「JA兵庫南自己改革」通信
JA兵庫南の自己改革への取り組み、進捗状況を報告します。

～農業の活性化と豊かな地域社会をめざし、創造的自己改革への挑戦！～
「農業者の所得増大」「農業生産の拡大」「地域の活性化」を基本目標に掲げ、取り組みます。

vol.6

組合員試行アンケートの実施について
JA兵庫南では、JA自己改革をさらに進めるための参考情報とする
ために、正組合員と准組合員の皆さまにアンケート調査を実施いた
しました。5項目の結果について抜粋ですが、紹介します。

対象者 : 無作為抽出による1,500名を対象
　　　　（正組合員750名、准組合員750名）
実施期間 : 平成30年2月1日～28日
回答者 : 正組合員408名、准組合員400名

平成30年2月実施の「組合員試行アンケート」
結果について（抜粋版）
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アンケートの実施に際しましては、ご協力をいただき誠にありがとうございました。
試行アンケート結果を分析し、今後のＪＡ自己改革へ反映していきますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

〈JAの必要性〉 〈総合事業の継続について〉
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2.営農指導事業について【正組合員のみ】
〈満足度〉 〈JAの努力〉
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3.農畜産物販売事業について【正組合員のみ】
〈満足度〉 〈JAの努力〉
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4.生産資材購買事業について【正組合員のみ】
〈満足度〉 〈JAの努力〉
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5.准組合員制度について

〈准組合員の利用の必要性〉【正組合員のみ】
〈准組合員の利用制限〉
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※円グラフの数値は、四捨五入の関係から合計が100%にならない場合があります

障害年金の請求について③

スマホやパソコン使いすぎていませんか
【JA兵庫厚生連】
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障害年金の請求について、事例を踏まえて紹介します。

[障害年金事例3]『障害等級1級に該当した場合のケース』
 本事例の概要
請求者　昭和37年10月生まれ　Mさん（男性）
初診日　平成27年5月△日　右脳出血
障害等級該当日　平成28年12月□日（初診日から1年6カ月後）
請求日　平成28年12月□日　障害認定日による請求
　　　　（障害等級１級に該当）

【解説】
 請求手続き  Mさんの場合、平成27年5月に出勤したもの
の、体の不調を訴え早退し、頭痛やふらつきもみられたため
CT検査をしてもらったところ、右脳に脳内出血が認められ緊
急手術となりました。現在は左片麻痺、歩行障害があり、日常
生活の全てに介護が必要です。
　障害年金の請求は初診日から1年6カ月経過した日または
1年6カ月以内に治った日｛症状が固定した日、治癒が期待出
来ない状態に至った日（例えば人工透析を開始してから3カ月

経過した日、人工関節を挿入置換した日、心臓ペースメーカー
等を装着した日）｝から請求できます。Mさんは在職中のため
初診日から1年6カ月の間は健康保険の傷病手当金が受給出
来ました。そして傷病手当金を1年6カ月受給した後、障害認
定日請求しその結果障害厚生年金の1級に該当しました。

 請求のポイント　Mさんの障害は麻痺や歩行障害以外にも
構音障害（発音が正しく出来ない症状）があげられていまし
た。障害年金の請求には病院の医師に記載してもらう所定の
診断書が必要になりますが、その診断書は多岐にわたりま
す。麻痺や歩行障害は肢体の診断書（様式120-3）になりま
すが、構音障害は言語の診断書（様式120-2）が必要になり
ます。複数の診断書をつけることで、障害年金として認定され
る際に併合して認定され、上位の等級に該当することもあり
ますので、いくつかの障害が生じている場合は、それぞれの障
害について診断書をつけていただくのが良いと思います。

情報提供者　年金サポートセンター兵庫南
社会保険労務士 倉谷 和秀（JA兵庫南 顧問）

☎（079）427-4678

　パソコンやタブレット、スマートフォンなどの情報通信機器が普及し便
利になった現代、これらの機器を使う機会が増え、今や94％の世帯がス
マートフォンなどのモバイル端末を、70％以上の世帯がパソコンを利用し
ています（2016年総務省統計）。このような情報通信機器を使いすぎる
ことによって眼の疲れや肩こりなどの症状が出たことはないでしょうか。

眼を酷使することによって起こる症状

1時間連続して作業を続けたら、
15分は休憩しましょう
　連続して機器を使用する時間の最大許容限度は
2時間で、その後30分の休憩が必要と言われてい
ます。なかなか休憩がとれない場合でも、意識的に
まばたきをしたり、時々遠くを眺めたり、ストレッチ
体操をしたりしてみましょう。

メガネやコンタクトの度を合わせましょう
　度が合っていないと、眼が疲れます。また、今のパ
ソコンやモバイル端末の多くにはディスプレイの照
度を高めるため、紫外線が多く入った光が発生して
います。紫外線は直接眼の網膜や視神経に吸収さ
れ、ダメージも大きいため、ブルーライトカットのメ
ガネ等も有効に活用しましょう。

正しい姿勢で使いましょう
　椅子には深く腰掛け、眼と画面の距離は40㎝以
上とるようにしましょう。椅子と机の高さが体に合
わない場合は、足置台やクッションを使用し調整し
ましょう。また、暗い部屋や明るすぎる部屋も眼の
調節機能に負担がかかります。新聞が読める程度
の明るさで、画面との差があまりないように使用し
ましょう。

さまざまな症状に悩まされないために

ドライアイ

見えにくさ、
眼の痛み

主な目の症状

主な体の症状

　集中して作業などをしていると、まばたきの回数が
少なくなり、涙が減少するため、眼の組織が傷つき機
能が低下します。

緊張性頭痛、
首や肩のこり、
腰痛

　長時間同じ姿勢で作業を行うことで血液循環が悪
くなり、筋肉が硬くなることで体のさまざまな場所に
症状が出ます。

　ピント調節機能が低下することによって起こりま
す。スマホ老眼や若年性老眼という言葉が聞かれる
ようになりましたが、通常の老眼とは違い、毛様体筋
（ピントを合わせる筋）の力が弱くなることが原因の
一つとされており、症状が早く進みます。
　また、うつむいた姿勢で携帯などの機器を操作す
ると眼圧の上昇につながり、毛様体筋や視神経が圧
迫され、視界のゆがみにつながります。

参考：独立行政法人労働安全衛生総合研究所「パソコン利用のアクション・チェックポイント」 産業医学26巻,Jpn.J.Ind.Health,Vol.26,1984


